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はじめに 

○ 令和３年度介護報酬改定等の内容は、今後、厚生労働省より省令・告示・通知等で正式に示され

ることになります。詳細については、今後発出される省令・告示・通知等の原文をご参照ください。 

○ 資料は、令和３年１月１８日に開催された「第１９９回 社会保障審議会介護給付費分科会」の資料

のうち各サービスに関係するページを抜粋しています。なお、「令和３年度介護報酬改定の概要」の

各改定事項概要欄の上部に対象サービスが記載（介護予防についても同様の措置を講ずる場合に

は★が付記）されています。 

○ 正式な省令・告示・通知等は、厚生労働省の通知発出後に人吉市のホームページに掲載予定で

す。また、新たにＱ＆Ａ等が発出された場合も、同じく掲載予定ですので、随時、更新内容の確認を

お願いします。 

 

令和３年３月 

人吉市高齢者支援課介護保険係 
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３　認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

２時間以上３
時間未満の認
知症対応型通
所介護を行う
場合

感染症又は災
害の発生を理
由とする利用
者数の減少が
一定以上生じ
ている場合

８時間以上９時間
未満の認知症対
応型通所介護の
前後に日常生活
上の世話を行う場
合

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

入浴介助加算
（Ⅰ）

入浴介助加算
（Ⅱ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅰ）

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ADL維持等加
算（Ⅰ）

ADL維持等加
算（Ⅱ）

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加算 口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅰ）

口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

科学的介護推
進体制加算

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に認知
症対応型通所
介護を行う場
合

事業所が送迎
を行わない場
合

要介護１ （ 542 単位）

要介護２ （ 596 単位）

要介護３ （ 652 単位）

要介護４ （ 707 単位）

要介護５ （ 761 単位）

要介護１ （ 568 単位）

要介護２ （ 625 単位）

要介護３ （ 683 単位）

要介護４ （ 740 単位）

要介護５ （ 797 単位）

要介護１ （ 856 単位）

要介護２ （ 948 単位）

要介護３ （ 1,038 単位）

要介護４ （ 1,130 単位）

要介護５ （ 1,223 単位）

要介護１ （ 878 単位）

要介護２ （ 972 単位）

要介護３ （ 1,064 単位）

要介護４ （ 1,159 単位）

要介護５ （ 1,254 単位）

要介護１ （ 992 単位）

要介護２ （ 1,100 単位）

要介護３ （ 1,208 単位）

要介護４ （ 1,316 単位）

要介護５ （ 1,424 単位）

要介護１ （ 1,024 単位）

要介護２ （ 1,135 単位）

要介護３ （ 1,246 単位）

要介護４ （ 1,359 単位）

要介護５ （ 1,469 単位）

要介護１ （ 490 単位）

要介護２ （ 540 単位）

要介護３ （ 588 単位）

要介護４ （ 638 単位）

要介護５ （ 687 単位）

要介護１ （ 514 単位）

要介護２ （ 565 単位）

要介護３ （ 617 単位）

要介護４ （ 668 単位）

要介護５ （ 719 単位）

要介護１ （ 769 単位）

要介護２ （ 852 単位）

要介護３ （ 934 単位）

要介護４ （ 1,014 単位）

要介護５ （ 1,097 単位）

要介護１ （ 788 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 958 単位）

要介護４ （ 1,040 単位）

要介護５ （ 1,125 単位）

要介護１ （ 892 単位）

要介護２ （ 987 単位）

要介護３ （ 1,084 単位）

要介護４ （ 1,181 単位）

要介護５ （ 1,276 単位）

要介護１ （ 920 単位）

要介護２ （ 1,018 単位）

要介護３ （ 1,118 単位）

要介護４ （ 1,219 単位）

要介護５ （ 1,318 単位）

要介護１ （ 266 単位）

要介護２ （ 276 単位）

要介護３ （ 285 単位）

要介護４ （ 294 単位）

要介護５ （ 304 単位）

要介護１ （ 278 単位）

要介護２ （ 289 単位）

要介護３ （ 298 単位）

要介護４ （ 308 単位）

要介護５ （ 318 単位）

要介護１ （ 444 単位）

要介護２ （ 459 単位）

要介護３ （ 476 単位）

要介護４ （ 492 単位）

要介護５ （ 509 単位）

要介護１ （ 456 単位）

要介護２ （ 471 単位）

要介護３ （ 488 単位）

要介護４ （ 505 単位）

要介護５ （ 521 単位）

要介護１ （ 522 単位）

要介護２ （ 541 単位）

要介護３ （ 559 単位）

要介護４ （ 577 単位）

要介護５ （ 597 単位）

要介護１ （ 539 単位）

要介護２ （ 558 単位）

要介護３ （ 577 単位）

要介護４ （ 596 単位）

要介護５ （ 617 単位）

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　令和３年９月３０日までの間は、認知症対応型通所介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

注

＋３／１００

基本部分

注 注 注

９時間以上10時間未

満の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

＋５／１００
１日につき
＋４０単位

注 注

イ　認知症
　　対応型
　　通所
　　介護費
　　（Ⅰ）

（１）　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅰ）

（一）　３時間以上４時間未満

×７０/１００ ×７０/１００

１回につき
＋２００単位
（月２回を

限度）

１日につき
＋５５単位

１月につき
＋１００単位
（３月に１回

を限度）

１月につき
＋２００単位
※ただし、

個別機能訓
練加算を算
定している
場合は、１
月につき＋
１００単位

１回につき
＋５単位

（６月に１回
を限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１６０単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋４０単位

１日につき
－９４単位

１月につき
＋３０単位

１月につき
＋６０単位

１日につき
＋６０単位

１月につき
＋５０単位

片道につき
－４７単位

（二）　４時間以上５時間未満 ×６３/１００

（三）　５時間以上６時間未満

（四）　６時間以上７時間未満

（五）　７時間以上８時間未満

（六）　８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未

満の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

９時間以上10時間未

満の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

１回につき
＋２０単位
（６月に１回

を限度）

（２）　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅱ）

（一）　３時間以上４時間未満

（二）　４時間以上５時間未満 ×６３/１００

（三）　５時間以上６時間未満

（四）　６時間以上７時間未満

（五）　７時間以上８時間未満

（六）　８時間以上９時間未満

ロ　認知症
　　対応型
　　通所
　　介護費
　　（Ⅱ）

（１）　３時間以上４時間未満

（２）　４時間以上５時間未満 ×６３/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

ハ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　１８単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１回につき　６単位を加算）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２４／１０００）

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１０４／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×７６／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

注

１日につき
＋２７単位

１月につき
＋２０単位

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ホ　介護職員等特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×３１／１０００）

地域　414



Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

２時間以上３時
間未満の介護予
防認知症対応型
通所介護を行う
場合

感染症又は災害
の発生を理由とす
る利用者数の減
少が一定以上生
じている場合

８時間以上９時
間未満の介護予
防認知症対応型
通所介護の前後
に日常生活上の
世話を行う場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

入浴介助加算
（Ⅰ）

入浴介助加算
（Ⅱ）

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

若年性認知症利
用者受入加算

栄養アセスメント
加算

栄養改善加算 口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅰ）

口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅱ）

口腔機能向上加
算（Ⅰ）

口腔機能向上加
算（Ⅱ）

科学的介護推進
体制加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
介護予防認知症
対応型通所介護
を行う場合

事業所が送迎を
行わない場合

要支援１ （ 474 単位）

要支援２ （ 525 単位）

要支援１ （ 496 単位）

要支援２ （ 550 単位）

要支援１ （ 740 単位）

要支援２ （ 826 単位）

要支援１ （ 759 単位）

要支援２ （ 849 単位）

要支援１ （ 859 単位）

要支援２ （ 959 単位）

要支援１ （ 886 単位）

要支援２ （ 989 単位）

要支援１ （ 428 単位）

要支援２ （ 475 単位）

要支援１ （ 448 単位）

要支援２ （ 497 単位）

要支援１ （ 666 単位）

要支援２ （ 742 単位）

要支援１ （ 683 単位）

要支援２ （ 761 単位）

要支援１ （ 771 単位）

要支援２ （ 862 単位）

要支援１ （ 796 単位）

要支援２ （ 889 単位）

要支援１ （ 247 単位）

要支援２ （ 261 単位）

要支援１ （ 259 単位）

要支援２ （ 273 単位）

要支援１ （ 412 単位）

要支援２ （ 435 単位）

要支援１ （ 423 単位）

要支援２ （ 446 単位）

要支援１ （ 483 単位）

要支援２ （ 512 単位）

要支援１ （ 499 単位）

要支援２ （ 528 単位）

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

※　令和３年９月３０日までの間は、介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

基本部分

注 注 注 注注

（一）　３時間以上
　　　　４時間未満

×７０/１００ ×７０/１００

（五）　７時間以上
　　　　８時間未満

（２）　介護予防
　　　　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅱ）
　　　　（旧併設型）

×６３/１００

（三）　５時間以上
　　　　６時間未満

（六）　８時間以上
　　　　９時間未満

１日につき
＋55単位

１月につき
＋１００単位

（３月に１回を限
度）

１月につき
＋２００単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき
＋１００単位

注

＋３／１００

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

１日につき
＋６０単位

１月につき
＋５０単位

１月につき
　＋２００単位

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

（五）　７時間以上
　　　　８時間未満

（六）　８時間以上
　　　　９時間未満

９時間以上10時間未満

の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

＋５／１００
１日につき
＋40単位

（一）　３時間以上
　　　　４時間未満

（二）　４時間以上
　　　　５時間未満

（四）　６時間以上
　　　　７時間未満 １月につき

　＋１５０単位
１月につき

　＋１６０単位
１月につき
＋４０単位

１日につき
－９４単位

片道につき
－４７単位

（二）　４時間以上
　　　　５時間未満

×６３/１００

（三）　５時間以上
　　　　６時間未満

（四）　６時間以上
　　　　７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

９時間以上10時間未満

の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

ロ　介護予防
　　認知症対応型
　　通所介護費（Ⅱ）

（１）　３時間以上４時間未満

（２）　４時間以上５時間未満 ×６３/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

イ　介護予防
　　認知症対応型
　　通所介護費（Ⅰ）

（１）　介護予防
　　　　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅰ）
　　　　（旧単独型）

（1月につき　　＋（３）の８０／１００）

（６）　８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未満

の場合

　＋50単位

10時間以上11時間未

満の場合

＋100単位

11時間以上12時間未

満の場合

＋150単位

12時間以上13時間未

満の場合

＋200単位

13時間以上14時間未

満の場合

＋250単位

ハ　サービス提供
　　体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（１回につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
（１回につき　１８単位を加算）

（１回につき　６単位を加算）

（1月につき　　＋所定単位×２４／１０００）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（3）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
（1月につき　　＋所定単位×７６／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
（1月につき　　＋所定単位×４２／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　　＋所定単位×１０４／１０００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

１日につき
＋２７単位

１月につき
＋２０単位

（1月につき　　＋（３）の９０／１００）

ニ　介護職員処遇
 　 改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

ホ　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計（1月につき　　＋所定単位×３１／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

地域　815



（別紙１－３）

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

感染症又は災害の発生を理由とす
る利用者数の減少が一定以上生じ
ている場合の対応

１　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

生活機能向上連携加算 １　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

個別機能訓練加算 １　なし　２　あり

ADL維持等加算[申出]の有無 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上加算 １　なし　２　あり

科学的介護推進体制加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　５　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ　６　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

72認知症対応型通所介護
１　単独型
２　併設型
３　共用型

１ なし　２ 加算Ⅰ　３ 加算Ⅱ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　　６　２級地　　７　３級地　　２　４級地　　３　５級地
４　６級地　　９　７級地　　５　その他

LIFEへの登録

事 業 所 番 号

16



職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

感染症又は災害の発生を理由とす
る利用者数の減少が一定以上生じ
ている場合の対応

１　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

生活機能向上連携加算 １　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

個別機能訓練加算 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上加算 １　なし　２　あり

科学的介護推進体制加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　５　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ　６　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

74
介護予防認知症対応型
通所介護

１　単独型
２　併設型
３　共用型

１ なし　２ 加算Ⅰ　３ 加算Ⅱ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

17



備考　（別紙１－３）地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス

　　　２ 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」欄で施設・設備等に係る加算（減算）の届出については、「平面図」（別紙６）を添付してください。

　　　３　人員配置に係る届出については、勤務体制がわかる書類（「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」（別紙７）又はこれに準じた勤務割表等）を添付してください。

　　　４ 「割引｣を｢あり｣と記載する場合は「地域密着型サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」（別紙5－2）を添付してください。

　　　５ 「訪問看護体制減算」、「看護体制強化加算」及び「サテライト体制未整備減算」については、「看護体制及びサテライト体制に係る届出書」（別紙８－３）を添付してください。

　　　６ 「緊急時訪問看護加算」「特別管理体制」「ターミナルケア体制」については、「緊急時（介護予防）訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」（別紙８）を添付してください。

　　　７　「その他該当する体制等」欄で人員配置に係る加算（減算）の届出については、それぞれ加算（減算）の要件となる職員の配置状況や勤務体制がわかる書類を添付してください。

　　　　　　（例）－「機能訓練指導体制」…機能訓練指導員、「栄養マネジメント体制」…管理栄養士の配置状況、「夜間勤務条件基準」…夜勤を行う看護師（准看護師）と介護職員の配置状況　等

　　　８ 「時間延長サービス体制」については、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な場合に記載してください。

　　　９ 「入浴介助加算」については、浴室の平面図等を添付してください。

　　　10 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」及び「栄養マネジメント強化体制」については、「栄養マネジメント体制に関する届出書」（別紙11）を添付してください。

　　　11 「夜間看護体制」については、「夜間看護体制に係る届出書」（別紙９）を添付してください。

　　　12 「看護体制加算」については、「看護体制加算に係る届出書」（別紙９－３）を、「看取り介護体制」については、「看取り介護体制に係る届出書」（別紙９－４）を添付してください。

　　　13 「サービス提供体制強化加算」については、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」（別紙12）～（別紙12－６）までのいずれかを添付してください。

　　　14 「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領で記載してください。

　　　　看護職員、介護職員、介護従業者、介護支援専門員の欠員（看護師の配置割合が基準を満たしていない場合を含む。）…「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種を選択する。

　　　16 「入居継続支援加算」については、「入居継続支援加算に係る届出書」（別紙20）を添付してください。

　　　17 「配置医師緊急時対応加算」については、「配置医師緊急時対応加算に係る届出書」（別紙21）を添付してください。

　　　18 「テクノロジーの導入」については、「テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書」（別紙16ー２）、「テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関する届出書」

　　　　　（別紙20ー２）、「テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書」（別紙22-1）、（別紙22）のいずれかを添付してください。

注　　　地域密着型介護予防サービスについて、一体的に運営がされている地域密着型サービスに係る届出の別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。

備考　（別紙１－３）地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス　サテライト事業所

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

備考　１　事業所・施設において、施設等の区分欄、人員配置区分欄、LIFE（科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence）への登録欄、その他該当する体制等欄に掲げる項目
　　　　につき該当する番号に○印を付してください。

　　　19 「褥瘡マネジメント加算加算」については、「褥瘡マネジメントに関する届出書」（別紙23）を添付してください。

　　　15 「日常生活継続支援加算」については、「日常生活継続支援加算に関する届出書」（別紙16）を添付してください。
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